
 

申 請 概 要 

 

１ 申請者 

一般社団法人電気通信事業者協会（会長 島田 明） 

（電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第106

条の規定に基づき総務大臣が指定した基礎的電気通信役務支援機関。以

下「支援機関」という。） 

 

２ 申請年月日 

令和７年10月20日 

 

３ 申請の概要 

(1) 全体概要 

支援機関が、第二号基礎的電気通信役務に係る第二種交付金及び第二種

負担金について次の認可を受けようとするもの 

 

①  法第 110 条の４第１項の規定に基づく第二種適格電気通信事業者に

交付する第二種交付金の額及び交付方法の認可 

 

② 法第110条の５第２項において準用する法第110条第２項の規定に基

づく高速度データ伝送役務提供事業者※から徴収する第二種負担金の

額及び徴収方法の認可 

※ 法第７条第２号に規定する高速度データ伝送電気通信役務（電気通信事業法施行規則

（昭和60年郵政省令第25号）第40条の７の２に掲げるものを除く。）を提供する電気通

信事業者であって、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担

金算定等規則（令和７年総務省令第16号）第27条第１項に規定する方法により算定した

前事業年度の電気通信事業の収益が10億円を超える者（令和７年９月末現在 98社） 
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② 第二種交付金の交付方法の概要 

ア 交付手段 

銀行振込（振込手数料は、支援機関が負担） 

 

イ 第二種交付金の額の通知 

算定等規則第25条第１項の規定に基づく令和８年３月末の算定対象

回線数の通知を支援機関が受領してから２週間以内に(2)①に掲げる

第二種交付金の額を通知する。 

 

ウ 第二種交付金の交付期限 

イの通知の日から40日を経過した後の最初の営業日まで 

 

エ 第二種交付金の交付の特例 

(ｱ) 第二種交付金の交付期限までに算定等規則第22条1項に規定す

る事由が生じた場合は、同項の規定に基づき上記①の交付金の額

を減額することができることとするほか、算定等規則の規定によ

ることとする。 

(ｲ) (ｱ)の場合において二以上の第二種適格電気通信事業者のそれぞ

れに交付すべき第二種交付金の額に１円未満の端数があるとき

は当該端数を四捨五入することとし、その結果交付すべき額の合

計額が不足する場合には、交付すべき額が最も大きな第二種適格

電気通信事業者に交付すべき額から当該不足分を減ずることで

調整することとする。 

 

オ 第二種交付金の交付に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の第二種交付金の交付に係る銀行口座については、預金額

の全額保障、振込先の限定、あらかじめ特定された者による認証操作

の確保等のセキュリティ対策を講ずるものとする。 

 



 

(3) 認可申請のあった第二種負担金の額及び徴収方法の概要 

 

① 第二種負担金の額の概要 

支援機関が算定等規則第24条及び令和７年総務省告示第316号（以下

「回線単価告示」という。）第２条の規定並びに総務大臣から算定等規則

の規定によらないことの許可を受けた方法※に基づき算定した第二種交

付金の額は、令和７年度の申請単価（１回線当たり２円）に令和８年３月

末における算定対象回線数を乗じた額。              ※ 別紙１別添参照 

 

② 第二種負担金の徴収方法の概要 

ア 納付手段 

銀行振込（振込手数料は、高速度データ伝送役務提供事業者が負担） 

 

イ 第二種負担金の額の通知 

(ｱ) 通知の時期は、支援機関が算定等規則第25条第１項の規定に基

づく令和８年３月末の算定対象回線数の通知を受領してから２

週間以内とする。 

(ｲ) 通知する事項は、各光速度データ伝送役務提供事業者の第二種

負担金の額、第二種負担金の納付期限、第二種負担金を納付する

口座名義・口座番号とする。 

 

ウ 第二種負担金の納付期限 

イの通知の日から一月を経過した後の最初の営業日まで 

 

エ 延滞金の納付 

第一種負担金の額に、納付期限の翌日から納付する日までの日数１

日につき１万分の４の割合を乗じた延滞金を納付する。 

 

オ 第二種負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の第二種負担金の交付に係る銀行口座については、預金額

の全額保障、振込先の限定、あらかじめ特定された者による認証操作

の確保等のセキュリティ対策を講ずるものとする。 

  



 

 

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金 

算定等規則第３条の規定に基づく同令の規定によらないことの許可について 

 

○ 令和７年10月20日付TCA文書番号TCA支-B005により、支援機関から総

務大臣に対し、次の概要のとおり、第二号基礎的電気通信役務の提供に係

る算定等規則第３条の規定に基づき、同令の規定によらないことの許可申

請があり、総務省における審査の結果、10月24日付総基促第132号によ

り、これを許可している。 

 

１． 許可を申請した特別の理由の概要 

令和７年８月末に第二種適格電気通信事業者から支援機関に届け出られ

た原価及び収益から算定等規則の規定に基づき支援機関が試算した第二種

交付金の額は、合計で148,582,129円（約148.6百万円）。 

 この額に基づき、算定等規則の規定によって令和８年度に徴収する第二

種負担金の額を試算すれば、１回線当たりの単価は１円、毎月１回・年間

12回の徴収を想定して合計約2,696百万円を徴収することとなる。 

 

これは、上述した第二種交付金の額に第二種支援業務費の見込額を合計

した額の約９倍であり、すなわち、今後９年近くにわたり、新たな負担金

を徴収せずに、令和８年度に徴収した負担金を原資とした交付金が交付さ

れ続けることを意味する。 

第二種交付金の制度が第二号基礎的電気通信役務の提供が確保されるこ

とによりネットワークの価値が高まることで受益する者の全体で応分の負

担をする受益者負担制度である観点からは、数年分の受益に応じた負担を

ある特定の年度の受益者からのみ徴収することは適当とはいえず、少なく

とも、ある年度中に交付する交付金の原資となる負担金は同年度中に徴収

することが適当であると考えられる。 

 

２． 許可申請のあった算定等規則の規定によらないことの概要 

支援機関からは、こうした特別の理由があるので、年に１回に限り第二

種負担金を徴収し第二種交付金を交付することとしたい、このために、令

和７年度の第二種負担金の額及び徴収方法の認可申請に当たっては、算定

等規則の規定によらずに申請単価及び第二種負担金の額を算定したい、と

して、算定等規則第３条の規定に基づく認可の申請があったもの 

以上 

別添 




